
問い合わせは

ありがとう旧役場庁舎

旧庁舎で不要となった什器や備品を無償で譲渡します

対 象 品 ▶ 事務机、椅子、ロッカー、ソファーなどの各種備品類
※造り付け家具など工具を用いて取り外すものは対象外です

販売目的ではなく、ご自身で
利活用いただける方に限ります

午前09時00分 受付（旧庁舎前）
午前09時20分 注意事項説明
午前09時30分 シール貼付、搬出開始
午後03時00分 終了

①受付 ▶ 旧役場庁舎１階町民ホール
②貼付 ▶ 希望する物品にシールを貼付けます
③搬出 ▶ 積み込み場所より備品を搬出します

受付 貼付 搬出

奈井江町役場

庁舎建設推進室

☎65-2111
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⑴什器備品はすべて中古品です
⑵受付及びシール貼り付けは先着順となります
⑶シール貼り付け後の返品はできません
⑷町職員による搬出入の補助は行いません
⑸希望する物品は必ず当日午後３時までに運び出し

をお願いします
⑸役場構内における車両事故やトラブルに対しての

責任は負いかねます

注 意 事 項

役場什器・備品

リサイクルデー

当日のスケジュール（予定）

参加対象者 ▶ ご自身で搬出・積込み作業を行うことができる奈井江町民及び町内事業所に勤務される方
※運転免許証、マイナンバーカードなど本人確認ができるものをお持ちください。
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